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［
訳
者
前
書
］

　

本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
一
五
日
に
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法

務
研
究
科
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部

ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ロ
ー
ト
教
授
の
講
演
原
稿
の
翻
訳
で
あ
る
。
原
題
は

“M
aterielle und prozessuale Rechtskrafttheorien

”（
原
文

はRitsum
eikan Law

 Review
 N

r.33 2016 S. 83-96

に
掲
載

予
定
）
で
あ
る
。
本
稿
を
慶
應
義
塾
大
学
の
『
法
学
研
究
』
に
掲
載

す
る
こ
と
を
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
ロ
ー
ト
教
授
に
心
よ
り
御
礼
申
し

上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
ロ
ー
ト
教
授
は
、
同
じ
タ
イ
ト
ル
の

講
演
を
六
月
一
一
日
に
京
都
・
立
命
館
大
学
末
川
記
念
会
館
に
お
い

て
も
開
催
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ロ
ー
ト
教
授
に
つ
い
て
ご

紹
介
す
る
。
ロ
ー
ト
教
授
は
、
一
九
五
一
年
四
月
一
七
日
に
ド
イ

ツ
・
バ
イ
エ
ル
ン
州
ロ
ス
ハ
ウ
プ
テ
ン
に
生
ま
れ
、
一
九
七
〇
年
か

ら
一
九
七
五
年
ま
で
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン

大
学
で
法
律
学
を
学
び
、
一
九
七
五
年
に
第
一
次
司
法
試
験
に
合
格

後
、
民
法
学
の
大
家
デ
ィ
ー
タ
ー
・
メ
デ
ィ
ク
ス
教
授
研
究
室
の
助

手
と
し
て
採
用
さ
れ
、
一
九
八
一
年
に

“H
aftungseinheiten bei 

§254 BGB

”で
博
士
論
文
を
提
出
し
、
一
九
八
六
年
に
は
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
大
学
法
学
部
に
教
授
資
格
請
求
論
文„D

ie Einrede des 
bürgerlichen Rechts

“を
提
出
し
た
。
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八

〇
年
ま
で
ハ
ン
ブ
ル
ク
・
外
国
お
よ
び
国
際
私
法
マ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン

ク
研
究
所
研
究
助
手
、
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
八
二
年
ま
で
バ
イ
エ

ル
ン
州
司
法
省
政
府
法
律
顧
問
、
一
九
八
二
年
か
ら
一
九
八
四
年
ま

既
判
力
に
関
す
る
実
体
法
説
と
訴
訟
法
説
（
翻
訳
）

ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ロ
ー
ト＊

出　

口　

雅　

久
／
訳

資 料
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で
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
お
よ
び
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
検
察
庁
検
事
、
一
九
八

四
年
か
ら
一
九
八
五
年
ま
で
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
地
裁
判
事
、
一
九

八
五
年
か
ら
一
九
八
七
年
ま
で
一
九
九
〇
年
バ
イ
エ
ル
ン
州
司
法
省

上
級
政
府
法
律
顧
問
、
一
九
八
七
年
か
ら
一
九
九
〇
ま
で
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
大
学
法
学
部
教
授
、
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九
六
年
ま
で

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
法
学
部
教
授
・
国
際
経
済
法
研
究
所
所
長
、
一

九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
法
学
部
教

授
、
二
〇
〇
〇
年
よ
り
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
教
授
、
二

〇
一
〇
年
よ
り
国
際
訴
訟
法
学
会
会
員
、
二
〇
一
二
年
よ
り
ド
イ
ツ

法
系
民
事
訴
訟
法
担
当
者
会
議
議
長
と
し
て
国
内
外
で
の
司
法
、
行

政
、
教
育
、
研
究
の
各
分
野
で
ご
活
躍
で
あ
る
。

　

ロ
ー
ト
教
授
の
日
本
の
民
事
訴
訟
法
学
者
と
の
最
初
の
コ
ン
タ
ク

ト
は
、
二
〇
〇
六
年
に
日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
（
松
本
博
之
理
事
長

（
当
時
）
に
お
い
て
外
国
人
招
聘
研
究
者
と
し
て
岡
山
大
学
で
の
大

会
に
招
聘
さ
れ
、「
改
正
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
上
訴
法
」
に
つ
い
て
報

告
さ
れ
た
時
に
遡
る
（
民
事
訴
訟
雑
誌
五
三
号
八
五
頁
以
下
参
照
）。

今
回
の
来
日
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
一
三
日
に
立
命
館
大
学
衣
笠

キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
第
二
七
回
日
本
公
証
法
学
会
の
外
国
人

招
聘
研
究
者
と
し
て
招
聘
さ
れ
、
同
大
会
に
お
い
て
特
別
講
演
会

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
に
よ
る
ラ
テ
ン
系
公
証
人
制
度
の
規
制
緩
和
？
」

本
間
学
訳
（
公
証
法
学
四
五
号
七
七
頁
以
下
）
を
開
催
さ
れ
た
。
筆

者
は
、
ロ
ー
ト
教
授
と
は
、
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
開
催
さ
れ
て
い
る

ド
イ
ツ
法
系
民
事
訴
訟
法
担
当
者
会
議
、
ド
イ
ツ
国
際
手
続
法
学
会
、

国
際
訴
訟
法
学
会
等
で
過
去
一
〇
年
間
ほ
ぼ
毎
年
お
会
い
す
る
機
会

が
あ
り
、
今
回
の
二
度
目
の
来
日
に
つ
い
て
も
お
手
伝
い
を
す
る
こ

と
に
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
ロ
ー
ト
先
生
の
来
日
に
あ
た
っ

て
は
、
日
本
公
証
法
学
会
理
事
長
・
岩
志
和
一
郎
教
授
（
早
稲
田
大

学
法
学
学
術
院
）
を
は
じ
め
日
本
公
証
法
学
会
理
事
会
の
方
に
大
変

お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ

る
次
第
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
学
界
の
中
で
も
ド
グ
マ
テ
ィ
カ
ー

と
し
て
著
名
な
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ロ
ー
ト
教
授
に
、
民
事
判
決
の
既
判

力
の
理
論
的
な
解
明
と
い
う
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
学
の
古
典
的
な

テ
ー
マ
で
あ
る
「
既
判
力
に
関
す
る
実
体
法
説
と
訴
訟
法
説
」
に
つ

い
て
書
き
下
ろ
し
で
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
講
演
原
稿
の
翻
訳
で
あ

る
。
本
誌
に
掲
載
し
て
い
た
だ
く
に
あ
た
り
お
骨
折
り
い
た
だ
い
た

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
三
上
威
彦
教
授
に
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
度
立
命
館
大
学
「
研

究
の
国
際
推
進
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
研
究
課
題
：『
Ｅ
Ｕ
と
ア
ジ
ア
に

お
け
る
紛
争
解
決
手
続
の
比
較
研
究
の
た
め
の
学
術
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
構
築
』
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
私
事
に
わ
た
り
大
変
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
ロ
ー
ト
教
授



99

既判力に関する実体法説と訴訟法説（翻訳）

が
来
日
中
の
二
〇
一
五
年
六
月
一
〇
日
に
敬
愛
す
る
石
川
明
慶
應
義

塾
大
学
名
誉
教
授
が
ご
逝
去
さ
れ
た
。
お
亡
く
な
り
に
な
る
前
日
六

月
九
日
の
朝
に
京
都
の
研
究
室
か
ら
石
川
先
生
に
お
電
話
を
申
し
上

げ
た
の
が
先
生
と
の
最
後
の
会
話
で
あ
っ
た
。
石
川
明
先
生
に
は
、

訳
者
が
一
九
八
六
年
に
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課

程
に
進
学
し
て
以
来
、
ド
イ
ツ
学
術
交
流
会
に
よ
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

大
学
留
学
を
は
じ
め
、
三
〇
年
間
公
私
共
々
大
変
お
世
話
に
な
り
、

京
都
・
立
命
館
大
学
法
学
部
に
就
職
後
も
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
石
川

明
先
生
と
と
も
に
Ｄ
Ａ
Ａ
Ｄ
友
の
会
、
フ
ン
ボ
ル
ト
会
な
ど
を
通
し

て
日
独
法
律
家
交
流
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
訳
者
自

身
の
現
在
の
学
問
研
究
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
を
お
借
り

し
て
、
こ
れ
ま
で
育
て
て
い
た
だ
い
た
学
恩
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

心
よ
り
石
川
明
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
、
ド
イ
ツ
法
系
民
事
訴

訟
法
会
議
議
長
で
あ
る
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ロ
ー
ト
教
授
の
追
悼
の
辞
と

と
も
に
本
稿
を
故
石
川
明
先
生
に
捧
げ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き

た
い
。
な
お
、
本
講
演
会
は
、
故
石
川
明
先
生
が
シ
ュ
ー
レ
の
皆
様

方
と
協
力
し
て
創
設
さ
れ
た
「
石
川
明
教
授
記
念
手
続
法
研
究
所
」

の
ご
援
助
に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
衷
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

Ｉ　

既
判
力
の
目
的

　

判
例
お
よ
び
民
事
訴
訟
上
の
文
献
に
お
い
て
は
、
既
判
力
の
目
的

に
つ
い
て
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
。
既
判
力
の
目
的
は
、
訴
訟
を

終
了
さ
せ
る
裁
判
の
内
部
的
存
続
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
訴

に
お
い
て
勝
訴
し
た
同
一
の
訴
訟
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
に
第
二

訴
訟
に
お
い
て
は
も
は
や
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
こ
と
に

あ
る）1
（

。
裁
判
の
内
容
的
存
続
が
、
法
治
国
家
原
則
の
本
質
的
な
要
素

と
な
っ
て
い
る
法
的
平
和
を
実
現
す
る
の
で
あ
る）2
（

。

　

裁
判
の
存
続
保
護
は
、
以
下
の
二
通
り
の
方
法
で
保
障
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
第
一
に
、
第
一
訴
訟
の
訴
訟
上
の
訴
訟
物
が
第
二
訴
訟
の

訴
訟
上
の
訴
訟
物
と
同
一
で
あ
る
場
合
に
実
現
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
売
却
代
金
を
求
め
た
訴
え
で
勝
訴
し
た
原
告
は
、
第
二
訴
訟
に

お
い
て
同
一
の
請
求
権
を
再
度
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
じ

く
、
第
一
訴
訟
に
お
い
て
敗
訴
し
た
原
告
は
、
第
二
訴
訟
に
お
い
て

訴
え
を
新
た
に
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
第
一
訴
訟

が
第
二
訴
訟
の
先
決
関
係
に
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
訴
訟
の
内
容
は

保
護
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
訴
の
主
た
る
問
題
が
後
訴
の
前
提
問

題
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告

と
締
結
し
た
売
買
契
約
が
有
効
で
あ
っ
た
と
原
告
側
に
有
利
と
判
断
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さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
遅
滞
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
二
項
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
二
八
六
条
）
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
第
二
訴
訟
に
お

い
て
は
当
該
売
買
契
約
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両

事
例
に
お
い
て
、
既
判
力
は
、
特
定
の
訴
訟
物
に
関
す
る
当
事
者
間

の
争
い
を
最
終
的
に
終
結
さ
せ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

り
既
判
力
は
、
裁
判
の
外
的
な
存
続
力
を
保
障
す
る
形
式
的
既
判
力

（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
〇
五
条
）
の
必
要
不
可
欠
な
補
完
で
あ
る
。

Ⅱ　

理
論
の
形
成

　

し
か
し
な
が
ら
、
最
近
に
な
っ
て
も
、
既
判
力
の
合
意
さ
れ
た
目

的
は
い
か
な
る
方
法
に
お
い
て
達
成
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
未

だ
最
終
的
な
合
意
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
物
理
的
お
よ
び

時
間
的
な
理
由
か
ら
ご
く
一
部
し
か
説
明
で
き
な
い
が
、
二
つ
の
そ

れ
ぞ
れ
は
っ
き
り
と
異
な
る
個
別
の
理
論
が
対
峙
し
て
い
る
。
い
わ

ゆ
る
「
実
体
法
説
」
と
「
訴
訟
法
説
」
は
、
注
釈
書
）
3
（

や
教
科
書
）
4
（

に
お

い
て
依
然
と
し
て
多
か
れ
少
な
か
れ
詳
細
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。

１　

実
体
法
説

ａ　

内
容

　

と
り
わ
け
ド
イ
ツ
に
お
い
て
従
来
か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
実
体
法

説
は
、
判
決
と
実
体
的
な
法
状
況
は
常
に
一
致
す
る
と
想
定
し
て
い

る
。
こ
の
見
解
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
の
伝
統
に
従
う
も
の
で
あ
る）5
（

。

正
当
な
判
決
と
不
当
判
決
と
の
間
に
は
、
か
な
り
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク

な
相
違
点
が
あ
る
。
正
当
な
判
決
は
、
現
存
す
る
法
状
況
を
確
認
し
、

確
認
さ
れ
た
法
効
果
に
対
し
て
追
加
的
な
債
務
名
義
を
形
成
す
る
。

正
当
な
判
決
は
、
法
形
成
的
な
効
力
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
宣
言
的

な
効
力
だ
け
を
有
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
判
決

の
多
数
は
少
な
く
と
も
提
起
さ
れ
た
上
訴
審
で
最
終
的
に
正
当
と
さ

れ
る
の
で
、
大
多
数
の
訴
訟
事
件
は
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
不
当
判
決
は
実
体
的
な
法
状
況
を
変
更
す
る
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
設
権
的
（konstitutiv

）
な
効
力
を
与
え
る
。

実
体
法
上
存
在
し
な
い
法
効
果
が
承
認
さ
れ
る
と
、
既
判
力
は
法
形

成
的
な
効
力
を
伴
う
権
利
を
発
生
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
体
法

上
存
在
し
て
い
る
権
利
が
訴
え
の
棄
却
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
、

実
体
法
上
存
在
す
る
権
利
は
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

す
な
わ
ち
、「
既
判
力
は
当
事
者
間
の
権
利
を
創
造
す
る
（res 

iudicata ius facit inter partes

）」。
判
決
は
、
両
当
事
者
間
の

実
体
的
法
律
関
係
も
、
第
二
訴
訟
の
裁
判
所
の
裁
判
も
確
定
す
る
。

現
在
の
法
状
況
は
第
一
裁
判
所
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
の
で
、
第
二

訴
訟
の
裁
判
所
は
実
体
法
に
対
す
る
拘
束
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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こ
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
判
決
内
容
と
真
の
実
体
的
な
法
状
況
と
の

相
違
は
存
在
し
得
な
い
。
両
当
事
者
に
対
し
て
、
あ
た
か
も
二
重
の

法
秩
序
（doppelte Rechtsordnung

）
と
と
も
に
生
活
す
る
と

い
う
無
理
な
要
求
を
す
る
こ
と
は
し
な
い）6
（

。
実
体
法
説
の
変
種
と
し

て
は
、
既
判
力
を
有
す
る
判
決
は
、
判
決
で
言
い
渡
さ
れ
た
法
効
果

が
正
当
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
反
駁
不
可
能
な
推
定
を

理
由
付
け
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る）7
（

。
既
判
力
に
関
す
る
実
体
法
説

は
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
英
国
の
民
事
訴
訟
法
に
も

影
響
し
て
い
る
。
英
米
法
系
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
に
よ

れ
ば
、
判
決
に
お
け
る
本
来
の
請
求
権
は
混
同
（m

erger

）
す
る
。

「
混
同
」（M

erger

）
と
は
、
判
決
が
請
求
権
を
吸
収
す
る
こ
と
に

よ
り
、
原
告
に
有
利
な
判
決
効
が
及
ぶ
こ
と
を
意
味
す
る）8
（

。

ｂ　

ラ
イ
ヒ
裁
判
所

　

Savigny

）
9
（

に
ま
で
遡
る
実
体
法
説
は
、と
り
わ
け
、Pagenstecher
）
（（
（

やK
ohler

）
（（
（

と
い
う
学
者
と
の
結
び
付
き
が
あ
る
が
、
遅
く
と
も
一

九
〇
〇
年
以
来
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
す
で
に
賛
同

を
得
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

２　

訴
訟
法
説

ａ　

訴
訟
法
説
の
内
容

　

今
日
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
三
〇
年
に
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
）
（（
（

が
採
用
し
た

近
時
の
訴
訟
法
説
が
明
ら
か
に
支
配
的
で
あ
る
。
近
時
の
訴
訟
法
説

は
、
公
共
の
利
益
を
強
調
す
る
が
故
に
「
公
的
」
ま
た
は
「
公
法

的
」
あ
る
い
は
「
公
の
」（publistische

）
理
論
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
学
説
は
、
ス
イ
ス）（（
（

ま
た
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア）（（
（

に
お
い
て
も
支
配
的

な
見
解
で
あ
る
。
こ
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
判
決
は
︱
︱
形
成
判
決
を

別
に
す
れ
ば
︱
︱
実
体
法
を
変
更
せ
ず
、
専
ら
実
体
法
に
つ
い
て
裁

判
す
る
だ
け
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
現
存
の
法
的
状
況
は
法
創
造

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
宣
言
的
に
確
認
さ
れ
る
の

で
あ
る）（（
（

。
判
決
の
正
当
性
に
関
す
る
言
明
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い

の
で
、
当
事
者
は
あ
る
種
の｢

二
重
の
法
的
秩
序｣

と
と
も
に
生
活

す
る
こ
と
に
な
る
。
既
判
力
の
効
力
は
、
伝
統
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、

第
一
訴
訟
の
判
決
の
裁
判
内
容
が
第
二
訴
訟
に
対
す
る
基
準
と
な
る

と
い
う
点
に
尽
き
る）（（
（

。
ド
イ
ツ
連
邦
最
高
裁
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
は
、
こ
れ

に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
判
決
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
法
的
平
和
お
よ
び
法
的
安
定
の
維
持
と
い
う
公
的
利
益
に
深
く
根

付
い
て
い
る
既
判
力
は
、
た
と
え
裁
判
が
間
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

既
判
力
そ
れ
自
体
は
甘
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
強
力

な
効
力
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
か
か
る
公
的
な
関
心
事
に
対
し
て
は
、

個
々
の
実
体
法
も
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

」
と
。
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ｂ　

訴
訟
法
説
の
影
響

　

訴
訟
法
説
は
二
つ
の
刻
印
に
現
れ
て
い
る
。｢

拘
束
説

（Bindungstheorie

）｣

に
よ
れ
ば
、
既
判
力
の
効
力
は
、
第
二
裁

判
所
の
判
決
は
、
第
一
裁
判
所
の
判
決
と
乖
離
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
程
度
で
制
限
を
受
け
て
い
る）（（
（

。
既
判
力
は
、
か
か
る
見
解
に
よ

れ
ば
、「
不
服
申
立
の
禁
止
（W

iderspruchsverbot

）」
を
包
含

し
て
い
る
。
こ
の
不
服
申
立
の
禁
止
に
よ
れ
ば
、
第
二
の
裁
判
所
の

個
々
の
事
例
に
お
い
て
は
、
同
じ
内
容
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
う
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
事
不
再
理
の
原
則
（ne bis in 

idem
 Lehre

）
に
よ
れ
ば
、
第
一
訴
訟
の
判
決
の
既
判
力
は
、
第

二
訴
訟
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
法
的
効
果
に
関
す
る
異
な
っ
た
裁
判

に
対
置
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
に
関
す
る
一
切
の
新
し
い
弁
論

を
阻
止
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
判
力
は
、
消
極
的
訴
訟
要
件
と
し

て
効
力
を
有
し
て
お
り
、「
再
訴
禁
止
効
（W

iederhohlungs-
verbot

）」
を
包
含
し
て
い
る
。
再
訴
禁
止
効
に
も
か
か
わ
ら
ず
提

訴
さ
れ
た
第
二
の
訴
え
は
、
同
一
の
訴
訟
物
に
関
す
る
対
席
に
よ
る

当
事
者
訴
訟
は
繰
り
返
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
原
則
と
し
て
不

適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｃ　

ド
イ
ツ
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例

　

訴
訟
法
説
はStein

）
（（
（

やH
ellw

ig

）
（（
（

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き
た
。

今
日
ま
で
貫
徹
さ
れ
て
き
た
の
は
ド
イ
ツ
連
邦
最
高
裁
判
所
で
も
採

用
さ
れ
た
一
事
不
再
理
の
原
則
（ne bis in idem

 Lehre

）
で
あ

る
）
（（
（

。
ド
イ
ツ
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
裁
判
所
の
威
信
、
法
的
安
定

性
、
当
事
者
間
の
法
的
平
和
の
維
持
の
た
め
に
は
、
同
一
の
す
で
に

既
判
力
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
事
件
に
関
す
る
一
切
の
争
い
は
当
事

者
に
対
し
て
は
拒
絶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
す
べ
て

の
裁
判
は
不
適
法
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
前
訴
訟
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
の
既
判
力
は
職
権

で
斟
酌
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

」
と
判
決
理
由
に
お
い
て
述
べ
て

い
る
。

３　

既
判
力
の
統
合
説
（Vereinigungstheorie

）

　

近
時
、
既
判
力
の
効
力
の
観
点
を
全
体
と
し
て
よ
り
明
確
に
把
握

す
る
た
め
に
、
既
判
力
に
関
す
る
実
体
法
説
（
上
述
１
）
と
訴
訟
法

説
（
上
述
２
）
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
既
判
力
の
効
力
は
実
体
法
的
な
構
成
要
素
も
ま
た

訴
訟
法
的
な
構
成
要
素
も
具
え
て
い
る
。
そ
の
実
体
法
上
の
効
力
は
、

ま
ず
第
一
に
判
決
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
訴
訟
当
事
者
に
関
わ
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
し
、
大
部
分
は
そ
う
で
あ
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
判
決

は
実
体
法
を
も
変
更
す
る
と
い
う
考
え
方
は
説
得
力
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
上
の
効
力
は
、
両
当
事
者
の
裁
判
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所
に
対
す
る
関
係
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
保
障
さ
れ
る
べ
き
権
利

保
護
の
一
回
性
を
確
保
す
る
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
か
か
る
見
解
の
主
張

者
は
、
と
り
わ
け
民
事
訴
訟
法
のStein/Jonas

大
注
釈
書
に
お
け

るLeipold
）
（（
（

や
二
〇
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
体
系
書
の

著
者
で
あ
るBraun
で
あ
る）（（
（

。

Ⅲ　

学
説
の
実
務
的
な
利
用
可
能
性

１　

学
説
の
前
史
と
評
価

　

一
〇
〇
年
以
上
前
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
学
説
形
成
の
努
力
は

益
々
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
近
時
、
提
示
さ
れ
た
学
説
上
の
争
い
に

は
学
問
上
の
意
義
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
実
務
的
に
は
ほ
と
ん
ど

重
要
で
は
な
い
、
と
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

２　

問
題
設
定
の
意
義

　

し
か
し
な
が
ら
、
目
下
の
理
論
問
題
（
上
述
１
）
を
軽
視
す
る
傾

向
と
は
逆
に
、
む
し
ろ
「
既
判
力
の
性
質
」
に
関
す
る
議
論
は
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
「
そ
も
そ
も
法
の
本
質
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
探
求
す

る
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

既
判
力
の
あ
る
判
決
に
対
す
る
拘
束
を
適
切
に
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
と
い
う
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
理
論
上
の
根
本
問
題
の

ひ
と
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
法
律
学
の
役
割
と
し
て
、
常
に
具

体
的
な
個
別
の
推
論
を
そ
こ
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
法
的
現
象
の
本
質
に
迫
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る）（（
（

。
説
明
さ
れ
た
調
査
結
果
か
ら
、
問
題
設
定
の
意
義
が
解
決

策
の
た
め
に
発
展
さ
れ
た
学
説
の
問
題
解
決
能
力
と
は
反
対
の
関
係

に
あ
る
場
合
に
、
学
説
が
拒
絶
さ
れ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
よ
り
最
終
的
に
︱
︱
も
っ
と
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
む
し
ろ
稀

に
し
か
問
わ
れ
な
い
が
︱
︱
現
代
の
民
事
訴
訟
法
一
般
に
お
け
る

「
学
説
」、
そ
し
て
、
と
り
わ
け
既
判
力
の
理
解
に
対
す
る｢

学
説｣

は
と
り
わ
け
今
日
に
お
い
て
依
然
と
し
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
う

る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
避
け
て
は
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
以
下
に
お
い
て
詳
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅳ　

民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
学
説
形
成

１　

学
説
形
成
の
特
徴

　

学
説
の
結
論
が
義
務
規
定
（Sollensordnung

）
と
し
て
の
法
の

現
象
形
態
に
関
す
る
説
得
力
の
あ
る
言
明
に
繋
が
る
場
合
に
の
み
、

そ
も
そ
も
学
説
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
し
た
通
り

（
上
述
Ⅲ-
２
）、
既
判
力
理
論
で
は
、
理
論
タ
イ
プ
か
ら
言
え
ば
、

特
殊
な
訴
訟
上
の
法
律
問
題
に
関
す
る
あ
る
種
の
「
ニ
ッ
チ
な
理
論
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（N
ischentheorie

）」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
す
べ
て

の
民
事
訴
訟
上
の
判
決
手
続
の
理
解
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
「
大

理
論
」
が
重
要
で
あ
る
。
か
か
る
大
理
論
と
は
、
そ
の
意
義
に
お
い

て
、
た
と
え
ば
「
訴
訟
物
理
論
）
（（
（

」
ま
た
は
強
制
執
行
法
に
お
け
る

「
差
押
質
権
理
論
）
（（
（

」
な
ど
が
比
較
の
対
象
と
な
り
う
る
。D

ieter 
M

edicus

は
、
一
般
民
事
法
の
領
域
に
対
し
て
「
中
心
的
な
対
象

を
取
り
扱
い
、
そ
れ
に
対
し
て
多
く
の
結
論
を
導
き
出
す
」
解
釈
方

法
を
付
与
す
る
も
の
を
「
大
理
論｣

と
特
徴
付
け
た）（（
（

。
か
か
る
理
解

は
民
事
訴
訟
法
に
も
当
て
は
ま
る
。

２　

法
の
不
備
の
補
完

　

古
典
的
な
民
法
に
対
し
て
は
、｢

大｣
理
論
は
広
範
囲
に
及
ぶ
法

典
化
と
し
て
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
以
前
の
時
代
、
と
り
わ
け
普
通
法
に
由
来
し

て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
き
た）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
で
は
、
も

は
や
新
し
い
理
論
の
形
成
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
か
か
る
言
説
に
関

す
る
説
得
力
の
あ
る
理
由
と
し
て
は
、
一
九
〇
〇
年
一
月
一
日
以
来

生
じ
て
い
る
法
的
な
紛
争
問
題
は
、
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
た
法
律

に
よ
っ
て
解
答
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
理
論
に
よ
っ
て
で
は

な
い
、
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、「
大
理
論
」

と
し
て
伝
承
さ
れ
る
理
論
も
、
今
日
で
は
む
し
ろ
真
剣
に
受
け
止
め

ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

か
か
る
一
般
民
事
法
に
関
す
る
調
査
結
果
は
民
事
訴
訟
法
に
お
い

て
も
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
実
体
法
説
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
の
伝
統

的
な
学
説
に
由
来
し
て
い
た
（
上
述
Ⅱ-

１-

ａ
）。
そ
れ
に
対
応

し
て
、
既
判
力
は
、
当
時
一
般
に
実
体
法
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
、
一
八
七
九
年
Ｚ
Ｐ
Ｏ
（
Ｃ
Ｐ
Ｏ
）
に
は
既
判
力
は
規

定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た）（（
（

。
こ
の
問
題
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
領
域
に
属

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
委
員
会
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
草
案
一
九
一
条
を

Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
規
定
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
規
定
草
案
に
よ
れ
ば
、

「
裁
判
で
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
も
は
や
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
し
、

裁
判
で
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
も
は
や
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
九
八
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
改
正
法
）
（（
（

に
お
い

て
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
全
く
規
定
さ
れ
な
か
っ
た）（（
（

。
今
日
ま
で
Ｂ
Ｇ

Ｂ
に
お
い
て
も
、
ま
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
に
お
い
て
も
判
決
効
の
性
質
に
つ
い

て
は
詳
細
な
規
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
か
か
る
両
方
の
大
法
典
の

規
定
の
不
備
の
故
に
、
一
八
七
九
年
一
〇
月
一
日
の
Ｃ
Ｐ
Ｏ
施
行
後

お
よ
び
一
九
〇
〇
年
一
月
一
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
施
行
後
に
お
い
て
も
、
競

合
す
る
複
数
の
理
論
の
発
展
の
余
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
立
法
者

が
基
本
問
題
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
法
典
化
に
際
し
て
意
識
的
に
法

の
不
備
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
学
説
形
成
の
空

間
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
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３　

学
説
の
発
見
的
機
能
（H

euristische Fuktion

）

　

学
説
の
最
も
洗
練
さ
れ
た
機
能
は
、
新
た
に
生
じ
る
、
ま
だ
よ
く

考
え
ら
れ
て
い
な
い
問
題
や
事
例
形
成
を
創
設
す
る
学
説
の
適
性
の

中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
「
理
論
の
発
見
的
機
能
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
例
と
学
説
は
圧
倒
的
に
他
の

方
向
に
向
い
て
い
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
理
論
が
不
適
切
ま
た
は
全
く
支

持
で
き
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
か
か
る
理
論
は
即
座
に

は
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
場
合
に
は
、
理

論
は
放
棄
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
修
正
さ
れ
る
。
学

説
の
発
見
に
よ
り
事
後
的
に
も
理
論
に
順
応
さ
せ
る
必
要
の
な
い
ほ

ど
体
系
化
さ
れ
た｢

強
力｣

な
論
拠
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る）（（
（

。

私
の
見
る
限
り
、
近
時
に
お
け
る
既
判
力
理
論
に
対
し
て
は
も
は
や

誰
も
発
見
的
機
能
が
あ
る
と
は
み
な
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
個
々

の
問
題
の
裁
判
は
特
定
の
既
判
力
理
論
の
言
明
か
ら
は
導
き
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
確
信
が
支
配
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
基
準
と

な
る
の
は
、
現
行
法
規
お
よ
び
一
般
的
な
法
律
原
則
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る）（（
（

。
か
な
り
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
実
務
家
に
よ
る
注
釈
書
に

お
け
る
学
説
に
懐
疑
的
な
訴
訟
法
の
理
解
は
、「
学
説
上
の
争
い
は

実
務
に
は
何
ら
の
影
響
も
な
い
」
と
述
べ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る）（（
（

。

４　

学
説
の
説
明
的
機
能

　

文
献
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
既
判
力
の｢

説
明
的｣

機
能
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
タ
イ
プ
の
理
論
は
、
発
見
的
理
論
と
比
較

す
る
と
、
明
ら
か
に
控
え
め
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
説
明
的
機
能
は
、

専
ら
、
こ
れ
ま
で
に
す
で
に
確
立
さ
れ
て
き
た
解
決
策
を
型
通
り
の

説
明
に
お
い
て
両
立
す
る
考
え
方
や
支
配
的
な
原
則
を
立
て
る
こ
と

で
あ
る
。（
上
述
の
Ⅲ-

１
）。
そ
れ
に
応
じ
て
、「
既
判
力
の
本
質
」

に
関
す
る
理
論
に
は
、
と
り
わ
け
教
育
的
機
能
お
よ
び
説
明
的
機
能

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
法
的
な
紛
争
問
題
の
解

決
策
と
結
論
に
つ
い
て
学
説
が
判
断
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

学
説
は
事
後
的
に
は
じ
め
て
選
択
さ
れ
、
学
説
は
確
信
を
得
た
と
考

え
ら
れ
た
解
決
策
を
簡
潔
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
定
義

付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
す
べ
て
の
︱
︱
時
々
明
確
に
定
義
さ
れ
る
よ
う

に
︱
︱
既
判
力
に
対
し
て
主
張
さ
れ
た
学
説
が
現
行
法
と
両
立
し
う

る
と
考
え
る
な
ら
ば
（
上
述
Ⅲ-

１
）、
そ
の
説
明
的
機
能
さ
え
も

疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
か
か
る
学
説

に
は
全
く
識
別
能
力
が
欠
け
て
い
た
。
し
か
し
、
実
態
は
今
こ
こ
で

述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
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Ⅴ　

説
明
適
性

１　

訴
訟
法
説

ａ　

公
的
利
益
の
強
調

　

ま
ず
訴
訟
法
説
を
最
初
に
説
明
す
る
。
訴
訟
法
説
は
、
そ
の
説
明

の
中
で
か
な
り
広
範
に
保
障
さ
れ
た
既
判
力
の
影
響
の
長
所
（
以
下

Ⅴ-

１-

ｂ
）
も
短
所
も
指
摘
し
て
い
る
（
以
下
Ⅴ-

１-

ａ
）。

訴
訟
法
説
は
既
判
力
の
公
的
な
意
義
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま

ず
第
一
に
当
事
者
と
国
家
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
る
。
裁
判
所
は
、

法
的
安
定
性
と
法
的
平
和
と
い
う
理
由
か
ら
再
度
に
わ
た
っ
て
同
一

の
紛
争
の
裁
判
を
繰
り
返
し
て
利
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ｂ　

訴
訟
法
説
の
長
所

　

訴
訟
法
説
は
、
そ
の
出
発
点
か
ら
少
な
く
と
も
四
つ
の
問
題
領
域

を
適
切
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
第
一
訴
訟
と
第
二

訴
訟
の
訴
訟
物
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
は
、
矛
盾
し
た
裁
判
の
み
な

ら
ず
、
裁
判
が
蒸
し
返
さ
れ
る
こ
と
も
不
適
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
蒸
し
返
さ
れ
た
訴
え
は
支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
不
適
法
と
し

て
却
下
さ
れ
る
（
上
述
Ⅱ-

２-

ｂ
）。
第
二
に
、
既
判
力
の
あ
る

裁
判
が
第
二
訴
訟
に
対
し
て
先
決
的
に
の
み
効
力
を
有
す
る
場
合

（
上
述
１
）
に
は
、
訴
訟
法
説
は
納
得
で
き
る
解
決
策
を
も
た
ら
す
。

第
二
裁
判
所
は
、
第
一
裁
判
所
の
既
判
力
の
あ
る
確
認
に
拘
束
さ
れ

る
の
で
、
た
と
え
ば
、
新
し
い
証
拠
調
べ
の
方
法
に
お
い
て
第
一
裁

判
所
の
既
判
力
の
あ
る
確
認
を
審
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一

訴
訟
の
既
判
力
は
、
新
た
な
訴
え
が
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
な
い

の
で
、
か
か
る
場
合
に
は
消
極
的
訴
訟
要
件
と
し
て
は
効
力
を
及
ぼ

さ
な
い
。
む
し
ろ
、
第
二
訴
訟
は
、
第
二
審
が
す
で
に
既
判
力
に

よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
新
た
に
取
り
扱
う
負
担
を
軽
減

す
る
の
で
、
逆
に
、
第
一
審
の
既
判
力
の
あ
る
裁
判
は
第
二
訴
訟
を

促
進
す
る
こ
と
に
な
る
。「
一
事
不
再
理
」
の
原
則
は
、
事
案
に
お

い
て
同
様
に
考
慮
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
第
三
に
、
訴
訟
法
説
は
、
難
な
く

再
審
の
手
続
ま
た
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
判
決
の
偏
取
の
事
例
（
Ｂ

Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
）
に
お
い
て
実
体
法
の
状
況
に
も
遡
る
こ
と
が
で
き

る（
上
述
Ⅱ-

２-

ａ
）。た
と
え
ば
回
復
の
訴
え（Restitutionsklage:

Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
八
〇
条
七
号
ｂ
）
は
新
た
に
発
見
さ
れ
た
証
拠
方
法
に
基

づ
い
て
判
決
が
攻
撃
さ
れ
る
場
合
に
は
、
必
然
的
に
、
第
一
判
決
は

実
体
法
に
よ
れ
ば
間
違
っ
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
訴
訟
法
説
は
、
実
体
法
の
状
況
を
何
ら
変
更
さ
せ
な
い
の
で
、

か
か
る
可
能
性
を
提
供
し
て
い
る）（（
（

。
第
四
に
、
訴
訟
法
説
に
は
そ
の

公
的
な
利
益
を
強
調
す
る
た
め
に
、
発
生
し
た
既
判
力
は
職
権
で
斟

酌
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
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２　

実
体
法
説

ａ　

裁
判
に
よ
る
価
値
の
引
下
げ

　

し
か
し
、
訴
訟
法
説
（
上
述
１
）
に
も
弱
点
は
見
ら
れ
る
。
訴
訟

法
説
は
、
第
二
訴
訟
の
裁
判
官
に
向
け
ら
れ
た
想
定
モ
デ
ル
で
あ
る

の
で
、
第
二
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
い
場
合
に
も
、
な
ぜ
両
当
事
者
が

既
判
力
の
あ
る
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
を
十
分
に
は
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
な
い）（（
（

。
正
当
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
両
当
事
者
は
、

両
当
事
者
間
に
下
さ
れ
た
判
決
の
既
判
力
に
拘
束
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
理
解
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
こ
れ
は
、
不
当
判
決
と
い
う
例
外
事
例
ば

か
り
で
は
な
く
、
ま
た
、
裁
判
が
ま
さ
に
「
正
当
で
あ
る
」
場
合
に

も
妥
当
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
八
四
七
年
にSavigny

が

す
で
に
指
摘
し
て
い
る）（（
（

。
今
日
で
も
依
然
と
し
て
説
得
力
の
あ
る
彼

の
定
義
付
け
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

す
な
わ
ち
、「
既
判
力
は
、
そ
の
判
決
の
固
定
化
が
ま
さ
に
既
判

力
の
目
的
の
す
べ
て
の
本
質
を
な
し
て
い
る
正
当
な
判
決
の
場
合
に

も
重
要
か
つ
有
益
で
あ
る
。
い
か
に
多
く
の
法
律
関
係
そ
れ
自
体
が

動
揺
し
、
ま
た
疑
問
視
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
、
い
か
に
頻
繁
に
現
存

の
証
拠
方
法
が
後
に
紛
失
し
た
り
、
後
訴
の
裁
判
官
が
現
在
の
裁
判

官
が
正
し
く
判
断
し
た
こ
と
を
間
違
い
う
る
か
、
さ
ら
に
は
、
断
固

と
し
た
判
断
そ
れ
自
体
が
（
判
決
内
容
は
別
と
し
て
）、
継
続
す
る

不
確
定
さ
と
は
対
照
的
に
す
べ
て
の
当
事
者
に
と
っ
て
い
か
に
望
ま

し
い
か
を
考
慮
に
入
れ
る
と
︱
︱
こ
れ
ら
す
べ
て
を
勘
案
す
れ
ば
、

や
は
り
正
当
な
判
決
の
場
合
に
お
い
て
も
既
判
力
の
影
響
の
高
い
重

要
性
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。」
と
。

　

訴
訟
の
主
要
な
目
的
は
、
当
事
者
の
私
的
権
利
の
実
現
に
あ
る
の

で
、
既
判
力
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
ま
ず
第
一
義
的
に
当
事
者
の
利
益
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
既

判
力
の
あ
る
判
決
は
、
将
来
に
お
い
て
当
事
者
間
で
通
用
す
べ
き
こ

と
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
訴
訟
法

説
と
は
調
和
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
再
三
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

は
、
現
行
の
実
体
法
は
判
決
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
ず
に
存
続
す
べ

き
で
あ
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
判
決
と
は
異
な
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
点
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
実
体
法
説
に
よ
っ
て
不
当
な
請
求
棄

却
判
決
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
原
告
の
請
求
権
は
も
は
や
存

在
し
な
い
と
い
う
想
定
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
既
判

力
の
あ
る
判
決
が
、
実
体
権
が
将
来
に
お
い
て
も
は
や
訴
求
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
そ
し
て
法
秩
序
に
よ
っ
て
は
も
は
や
保
護
さ
れ
な
い

ほ
ど
に
実
体
権
を
弱
体
化
し
た
と
す
れ
ば
、
法
秩
序
か
ら
見
れ
ば
、

も
は
や
権
利
と
し
て
は
み
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

。
こ
れ
を

裁
判
に
よ
る
実
体
権
の
価
値
の
引
下
げ
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



108

法学研究 89 巻 6 号（2016：6）

ｂ　

改
善
策

　

し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
官
を
通
し
て
具
体
的
な
法
律
効
果
を
拘
束

力
を
も
っ
て
固
定
化
す
る
こ
と
を
し
か
る
べ
く
強
調
す
る
場
合
に
は
、

既
判
力
の
あ
る
判
決
に
対
す
る
両
当
事
者
の
望
ま
し
い
拘
束
力
は
、

恐
ら
く
は
訴
訟
法
説
に
よ
っ
て
も
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

判
決
は
、
正
当
ま
た
は
不
当
も
し
く
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
当
で
あ
る

が
故
に
誤
判
と
み
な
さ
れ
る
か
は
別
と
し
て
、
国
家
行
為
と
し
て
両

当
事
者
を
拘
束
す
る）（（
（

。
常
に
当
事
者
は
判
決
に
対
し
て
そ
の
不
当
性

に
つ
い
て
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代

の
公
法
的
性
格
を
有
す
る
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
対
す
る

判
決
の
拘
束
力
は
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
た
と
え
ば
行
政
裁
判

所
法
一
二
一
条
、
社
会
裁
判
所
法
一
四
一
条
お
よ
び
財
政
裁
判
所
法

一
一
〇
条
一
項
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
規
は
、
既
判
力
の
あ
る

判
決
が
同
一
の
訴
訟
物
に
お
い
て
は
関
係
者
を
「
拘
束
す
る
」
こ
と

を
明
記
し
て
い
る
。
か
か
る
規
定
は
民
事
訴
訟
に
も
全
体
と
し
て
類

推
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
拘
束
力
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、

民
事
訴
訟
は
公
法
的
な
裁
判
所
の
法
規
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
構
造
を

有
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
当
判
決
と
同
様
に
、
正
当

な
判
決
に
よ
る
訴
訟
当
事
者
へ
の
拘
束
力
は
、
も
は
や
実
体
法
説
か

ら
で
は
な
く
、
制
定
法
の
判
断
自
体
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

か
か
る
考
え
方
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
制
定
法
に
よ
る
想
定
モ
デ

ル
は
訴
訟
法
説
に
親
和
的
で
あ
る
。
訴
訟
法
説
は
、
当
事
者
と
裁
判

所
と
の
関
係
ば
か
り
で
は
な
く
、
両
当
事
者
間
に
お
い
て
も
法
的
安

定
お
よ
び
法
的
平
和
を
具
現
化
し
て
い
る
。
両
当
事
者
に
対
す
る
判

決
の
拘
束
力
は
、
判
決
の
正
当
性
に
関
す
る
問
題
を
か
な
り
の
範
囲

に
お
い
て
不
必
要
な
も
の
と
す
る
。
既
判
力
の
目
的
に
照
ら
せ
ば
、

実
体
権
に
対
す
る
変
更
は
、
だ
か
ら
こ
そ
も
は
や
認
め
ら
れ
て
い
な

い
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
不
当
判
決
は
不
当
な
ま
ま
残
存
す
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
判
決
の
不
当
性
は
不
利
益
を
被
っ
た
当
事

者
に
よ
っ
て
新
た
に
裁
判
所
の
審
査
に
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Ⅵ　

公
的
利
益
と
私
的
利
益
の
峻
別

１　

訴
訟
法
的
考
察
方
法
へ
の
軍
配

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
よ
り
大
き
な
関
連
す
る
事
項
に

対
し
て
も
妥
当
す
る
。
公
的
利
益
を
強
調
す
る
訴
訟
的
考
察
方
法
は
、

旧
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（
Ｃ
Ｐ
Ｏ
）
が
施
行
さ
れ
て
以
来
、
民
事
訴

訟
法
の
す
べ
て
の
代
表
的
な
理
論
に
お
い
て
広
範
囲
に
お
い
て
容
認

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
に
お
い
て
議
論
し
た
既
判
力
理
論
と

並
ん
で
、
た
と
え
ば
、
い
ず
れ
に
し
て
も
実
務
で
は
支
配
的
で
あ
る

二
肢
説
に
よ
る
純
粋
に
訴
訟
的
に
理
解
さ
れ
る
訴
訟
物
概
念
を
取
り

扱
っ
た
訴
訟
物
理
論
に
対
し
て
も
妥
当
す
る）（（
（

。
類
似
の
こ
と
は
、
Ｚ
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Ｐ
Ｏ
八
〇
四
条
の
差
押
質
権
に
関
す
る
一
般
に
普
及
し
て
い
る
理
論

に
も
当
て
は
ま
る）（（
（

。

２　

実
体
法
と
訴
訟
法
の
混
合
状
態

　

確
か
に
実
体
法
と
民
事
訴
訟
法
は
無
関
係
に
並
列
し
て
い
る
も
の

で
は
な
い
。K

arl Larenz 

は
、
ま
さ
に
現
代
の
訴
訟
理
論
が
既
判

力
の
効
果
に
関
す
る
理
論
に
お
い
て
す
べ
て
の
実
体
法
の
関
連
を
回

避
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代
の
訴
訟
理
論
は
実
体
法
と
訴
訟
法

の
連
結
を
解
き
放
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
現
代
の
訴
訟
理
論
を

批
判
し
た）（（
（

。
か
か
る
見
解
は
、
明
確
な
（
誤
り
で
あ
る
）
私
的
利
益

と
公
的
利
益
と
の
必
要
不
可
欠
な
分
離
可
能
性
を
出
発
点
と
し
て
い

る
。

　

実
際
に
は
、
訴
訟
的
構
成
要
素
は
、
実
体
法
と
訴
訟
法
の
混
合
状

態
の
中
に
私
法
か
ら
分
離
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
強
力
な
影
響

を
も
っ
て
登
場
し
て
く
る）（（
（

。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
に
訴
訟
的
考

察
方
法
が
普
及
し
た
こ
と
に
対
す
る
決
定
的
な
根
拠
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
裁
判
所
に
対
す
る
両
当
事
者
の
関
係
、
そ
し
て
、
そ
れ
に

よ
る
既
判
力
の
公
的
な
意
義
に
目
を
向
け
れ
ば
、「
一
事
不
再
理
の

原
則
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
訴
訟
法
説
は
、
至
る
所
で
承
認
さ
れ
た

結
論
を
最
も
説
得
力
の
あ
る
形
式
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

で
に
詳
細
に
述
べ
た
よ
う
に
、
再
度
の
裁
判
所
に
対
す
る
権
利
主
張

の
禁
止
に
対
し
て
は
公
的
利
益
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
訴
訟
法

説
に
よ
っ
て
概
念
的
に
浮
き
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
上
述
Ⅴ-

１-

ｂ
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
両
当
事
者
間
の
既
判
力
の
効
力
、
す
な
わ
ち
、

重
点
と
し
て
は
両
当
事
者
の
私
的
権
利
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合

に
は
、
正
当
な
判
決
ま
た
は
不
当
判
決
の
通
用
請
求
権

（Geltungsanspruch

）
が
浮
か
び
上
が
る
（
上
述
Ⅴ-

２-

ｂ
）。

か
か
る
国
家
に
よ
る
通
用
命
令
は
、
同
様
に
、
法
的
安
定
性
と
法
的

平
和
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
的
利
益
を
保
護
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
両
当
事
者
相
互
の
関
係
に
お
い
て
も
実
体
法
か
ら
訴
訟

的
構
成
要
素
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
官
に
対
す
る
拘
束

力
が
必
然
的
に
両
当
事
者
に
対
す
る
拘
束
力
を
生
じ
さ
せ
る
の
か）（（
（

、

あ
る
い
は
、
そ
の
逆
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
を
前
進
さ
せ
る
問
題
と

は
思
わ
れ
な
い
。

　

最
後
に
、
た
と
え
裁
判
官
の
法
創
造
に
お
い
て
実
体
法
を
形
成
す

る
要
素
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
体
法
説
は
、
裁
判
官
の
法
創
造
の

特
殊
性
を
説
明
す
る
努
力
を
払
う
必
要
も
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
官

に
よ
る
法
創
造
に
つ
い
て
正
し
く
画
さ
れ
た
限
界
に
関
す
る
問
題
は

別
と
し
て
、
裁
判
官
は
、
制
定
法
と
法
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
無
制
限
に
そ
の
立
場
に
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
（
Ｇ
Ｇ
二
〇
条
三
項
）。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
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の
確
認
的
な
機
能
と
い
う
の
は
、
裁
判
官
の
活
動
の
周
辺
領
域
に
つ

い
て
ま
で
疑
問
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）（（
（

。
立
法
者
に
対
す
る
裁
判

官
の
憲
法
上
整
備
さ
れ
た
関
係
は
、
以
下
の
よ
う
な
主
張
に
よ
っ
て

は
変
更
を
受
け
な
い
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
判
決
は
形
成
的
な
機

能
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
︱
︱
大
袈
裟
に
言
う
と
︱
︱
裁

判
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
当
該
の
個
別
事
例
に
対
す
る
適
用
可
能
な
法

規
が
創
造
さ
れ
る）（（
（

、
と
す
る
主
張
が
こ
れ
で
あ
る
。

３　

訴
訟
の
動
態
と
静
態

　

最
後
に
、
訴
訟
に
特
有
の
動
態
的
な
構
成
要
素
に
つ
い
て
も
言
及

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
最
も
重
要
な
訴
訟
目
的
は
、
確
か
に
両
当
事

者
の
私
的
権
利
の
実
現
に
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
言
説
は
、
動
態

的
・
時
間
的
発
展
の
中
に
お
い
て
経
過
す
る
訴
訟
事
象
に
関
わ
る
も

の
で
あ
る
。
訴
訟
に
お
い
て
は
、
両
当
事
者
に
は
法
的
審
問
請
求
権

が
保
障
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
当
事
者
の
司
法
的
基
本
権

（Justizgrundrechte

）
が
実
現
さ
れ
る
。
訴
訟
が
既
判
力
の
あ
る

判
決
に
辿
り
着
く
場
合
に
は
、
動
態
的
事
象
は
訴
訟
に
お
い
て
終
結

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
判
決
は
、
国
家
行
為
と
し
て
「
静
態
的

な
」
考
察
方
法
と
し
て
二
つ
の
観
点
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

判
決
は
、
第
二
訴
訟
の
裁
判
所
を
拘
束
し
、
訴
訟
の
両
当
事
者
を
拘

束
す
る
。
こ
の
時
点
に
至
っ
て
は
、
裁
判
所
に
と
っ
て
も
ま
た
当
事

者
に
と
っ
て
も
実
体
法
の
変
更
も
許
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
有

意
義
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
体
法
説
も
必
要
で
は
な
い
。
も
っ

と
も
、
判
決
が
実
体
法
の
状
態
を
変
更
さ
せ
な
い
と
す
る
、
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
訴
訟
法
説
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
た
定
義
も
、
不
必
要

で
あ
る
（
上
述
Ⅱ-

２-

ａ
）。
む
し
ろ
、
実
体
法
の
状
況
に
関
す

る
問
題
は
、
既
判
力
の
あ
る
判
決
の
言
渡
し
後
に
基
本
的
に
は
も
は

や
指
標
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
正
当
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

司
法
形
成
手
続
に
お
け
る
法
的
審
問
請
求
権
の
保
障
を
伴
う
実
体
的

な
既
判
力
の
関
係
は
か
か
る
方
向
性
に
向
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
自
ら
の
事
件
に
つ
い
て
審
問
を
受
け
た
も
の
は
、
将
来
に
お
い
て

同
じ
こ
と
に
つ
い
て
審
問
さ
れ
る
必
要
は
な
い）（（
（

」
と
す
る
方
向
性
で

あ
る
。

４　

訴
訟
法
に
お
け
る
学
説
形
成
の
困
難
性

　

実
体
民
事
法
と
比
較
し
て
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
民
事
訴
訟
法

に
お
け
る
理
論
形
成
の
困
難
性
は
、
訴
訟
法
自
体
の
特
性
に
も
根
拠

付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
法
ド
グ
マ
は
、
実
体
法
の
ド

グ
マ
に
対
し
て
、
訴
訟
当
事
者
と
並
ん
で
、
と
り
わ
け
、
裁
判
所
の

関
係
者
お
よ
び
両
当
事
者
の
裁
判
所
と
の
関
係
者
を
も
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
、
そ
の
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
。
訴
訟
法
は
、
高
権

的
な
（
公
の
）
構
造
を
有
し
て
い
る
。Rolf Stürner

は
、
最
近
、
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
極
め
て
印
象
深
い
業
績
を
公
表
し
て
い
る）（（
（

。

５　

説
明
機
能

　

既
判
力
に
関
す
る
訴
訟
法
説
は
、
そ
の
首
唱
者
で
あ
るK

onrad 
H

ellw
ig

に
よ
っ
て
未
だ
に
断
固
と
し
て
発
見
的
な
機
能
の
理
論

（
上
述
Ⅳ-

３
）
と
み
な
さ
れ
て
き
た）（（
（

。
こ
れ
は
彼
に
よ
っ
て
主
張

さ
れ
た
「
判
決
に
よ
る
確
認
と
い
う
拘
束
力
の
性
格
に
関
す
る
説
明

か
ら
以
下
の
よ
う
な
個
別
原
則
が
明
ら
か
に
な
る
」
と
い
う
定
義
付

け
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
既
判
力
に
関
す
る
訴
訟
法
説

は
、
そ
の
有
利
な
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
判
力
に
対
す
る
実
体
法

説
に
対
し
て
単
に
説
明
的
な
機
能
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
は
も
は

や
疑
う
余
地
も
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
上
述
Ⅳ-
４
）。
し
か
し
、

訴
訟
法
説
は
、
か
か
る
説
明
的
機
能
を
果
た
し
う
る
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
、
訴
訟
法
説
は
現
代
の
訴
訟
法
ド
グ
マ
を
引
き
続
き
生
産
性

の
高
い
も
の
と
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

故
石
川
明
教
授
へ
の
追
悼
の
辞

　

日
本
の
高
名
な
民
事
訴
訟
法
学
者
・
石
川
明
教
授
が
二
〇
一
五
年

六
月
一
〇
日
に
逝
去
さ
れ
た
。
私
は
二
〇
一
六
年
三
月
に
ハ
ノ
ー

バ
ー
で
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
法
系
民
事
訴
訟
法
担
当
者
会
議
総
会
に

お
い
て
理
事
長
と
し
て
故
石
川
明
教
授
の
追
悼
の
辞
を
述
べ
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
石
川
明
教
授
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
は
第
二
の
故
郷
で

あ
っ
た
。
石
川
明
教
授
は
、
日
本
と
ド
イ
ツ
と
の
文
化
的
お
よ
び
法

律
学
的
な
交
流
に
対
し
て
生
涯
を
通
じ
て
多
大
な
精
力
を
注
ぎ
込
ん

で
来
ら
れ
た
。
石
川
明
教
授
の
ご
逝
去
に
よ
り
、
日
独
両
国
は
民
事

訴
訟
法
の
領
域
に
お
い
て
不
撓
不
屈
の
精
神
で
両
国
の
法
文
化
の
仲

介
を
さ
れ
て
き
た
学
者
を
失
っ
た
。
石
川
明
教
授
は
日
独
両
国
に
お

い
て
高
く
評
価
さ
れ
た
研
究
者
で
あ
る
。
一
九
七
八
年
以
来
、
日
本

民
事
訴
訟
法
学
会
理
事
と
し
て
、
ま
た
、
数
多
く
の
政
府
関
係
の
委

員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ
た
。
数
多
く
の
ド
イ
ツ
で
の

石
川
明
教
授
の
功
績
に
対
し
て
、
一
九
八
五
年
に
ケ
ル
ン
大
学
、
一

九
八
八
年
に
は
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
大
学
よ
り
名
誉
博
士
号
が
授

与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
二
〇
〇
一
年
に
は
古
稀
祝
賀
記
念
論
集
も
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
に
刻
印
さ
れ
た
訴
訟
法
学
の
構

造
を
日
本
に
学
問
と
し
て
定
着
さ
せ
た
こ
と
は
、
石
川
明
教
授
が
残

さ
れ
た
偉
大
な
功
績
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
創
造
的
な
法
の
移

植
と
い
う
も
の
は
決
し
て
一
方
通
行
で
は
な
い
。
そ
の
逆
方
向
に
お

い
て
、
日
本
に
お
け
る
法
発
展
は
、
ド
イ
ツ
訴
訟
法
学
の
発
展
的
形

成
に
お
い
て
認
識
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
斟
酌
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
石
川
明
教
授
の
学
問
的
影
響
に
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
両
国
に
お

い
て
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
裁
判
外
紛
争
解
決
に
関
す
る
最
近
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の
彼
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
挙
げ
る
こ
と
で
き
る
。
し
か
し
、
か
か

る
極
め
て
卓
越
し
た
学
者
を
失
っ
た
こ
と
は
決
し
て
学
術
的
な
影
響

力
の
終
焉
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
石
川

明
教
授
の
数
多
く
の
門
下
の
方
々
が
そ
の
学
術
的
な
遺
産
を
継
承
し
、

比
較
訴
訟
法
学
に
お
い
て
日
独
関
係
の
重
要
な
役
割
を
堅
持
す
る
こ

と
を
期
待
し
て
止
ま
な
い
。

＊　

ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ロ
ー
ト
（
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
教

授
・
ド
イ
ツ
法
系
民
事
訴
訟
法
担
当
者
会
議
議
長
）
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）　Jauernig/H

ess, Zivilprozessrecht, 30. A
uflage 2011, 
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urray/Stürner, Germ
an Civil Justice (2004), 

355; Zeuner and K
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ffects of Judgem
ents (R

es 
Judicata): Int.Enc.Com

p.L. X
V

I ch. 9 (1987) (N
eudruck 

2014), s.3.

（
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）　BV

erfGE 73, 322, 327 f.

（
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な
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る
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m
ZPO

/G
ottw

ald, 4. A
uflage 2013, 

§ 322 
R
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, 6. A
uflage 2014, 
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hom

as/Putzo/
R

eichold, ZPO
, 35. A

uflage 2014, 

§ 322 R
dnr.5 ff.; 

W
ieczorek/Büscher, ZPO

, 3. A
uflage 2007, 

§ 322 Rdnr.28 
ff.; Zöller/V

ollkom
m

er, ZPO
, 30. A

uflage 2014, V
or 

§ 322 
Rdnr.14 ff.  

（
4
）　Braun, Lehrbuch des Zivilprozeßrechts (2014), S.900 

ff.; Jauernig/H
ess (oben Fn.1), 

§ 62 Rdnr.3 ff.; W
. Lüke, 

Zivilprozessrecht, 10. A
uflage 2011, R

dnr.358 ff.; 
Pohlm

ann, Zivilprozessrecht, 3. A
uflage 2014, Rdnr.722 ff.; 

R
osenberg/Schw

ab/G
ottw

ald, Zivilprozessrecht, 17. 
A

uflage 2010, 151 Rdnr.3 ff.; Schilken, Zivilprozessrecht, 
7. A

uflage 2014, R
dnr.1006 ff.; Zeiss/Schreiber, 

Zivilprozessrecht, 12. A
uflage 2014, Rdnr.562 f.

（
5
）　W

indscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts. Erster 
Band, 2. A

uflage 1867, 

§ 129 (S.344 f.); 

こ
れ
に
つ
い
て
概
観

す
る
の
は
、Zeuner and K

och (oben Fn.1), s.11.

（
6
）　Stein/Jonas/Leipold (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.22.

（
7
）　Pohle, Gedanken über das W

esen der Rechtskraft, 
Gedächtnisschrift Calam

andrei II (1958), 377; J. Blom
eyer, 

Zum
 Streit über N

atur und W
irkungsw

eise der 
m

ateriellen Rechtskraft, JR 1968, 407.
（
8
）　K

oussoulis, Beiträge zur m
odernen Rechtskraftlehre 
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(1986), S. 65; Schack, Einführung in das U
S-am

erikanische 
Zivilprozessrecht, 4. A

uflage 2011, Rdnr.180; N
achw

eise 
bei M

ünchK
om

m
ZPO

/Gottw
ald (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.7 
m

it Fn.13; Zeuner and K
och (oben Fn.1), s. 16.

（
9
）　Savigny, System

 des heutigen Röm
ischen Rechts, 6. 

Band (1847), 
§ 280 (S.259 ff., 261: 

”Fiktion der W
ahrheit

“).

（
10
）　Pagenstecher, Zur Lehre von der m

ateriellen 
Rechtskraft (1905), S.61 ff., 83, 302 ff. (insbesondere gegen 
H

ellw
ig [unten Fn. 17]); 

既
判
力
に
関
す
る
実
体
法
説
の
細
分
化

さ
れ
た
理
由
付
け
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、H

eim
, D

ie 
Feststellungsw

irkung des Zivilurteils (1912), S. 115 ff.

（
11
）　K

ohler, D
as m

aterielle Recht im
 U

rteil, Festschrift 
K

lein (W
ien 1914), 1; ders., D

er Prozeß als Rechtsverhältnis 
(1888), S.64, 112.

（
12
）　RGZ 46, 334, 336; 71, 309, 311; 75, 213, 215; 78, 389, 395

（
こ
こ
で
と
り
わ
け
明
確
な
の
は
、
す
な
わ
ち
、「
判
決
が
表
現
し

た
こ
と
は
、
そ
の
正
し
い
理
解
に
お
け
る
従
前
の
実
体
法
に
合
致

し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
今
や
法
と
な
る
の
で
あ
る
」）.

（
13
）　RGZ 129, 246, 248 

（
従
来
の
相
反
す
る
判
例
に
関
す
る
分
析

が
行
わ
れ
て
い
な
い
）.

（
14
）　KUKO ZPO/Oberham

m
er (2010), A

rt.236 schw
eizerische 

ZPO
, Rdnr.31.

（
15
）　Rechberger/Sim

otta, Zivilprozessrecht, 7. A
uflage 2009, 

Rdnr.878; K
odek/M

ayr, Zivilprozessrecht, 2. A
uflage 

2013, Rdnr.921.

（
16
）　

既
判
力
に
関
す
る
訴
訟
法
説
の
理
由
付
け
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

H
eim

 (oben Fn.10), S.172 ff. （
自
ら
訴
訟
法
説
を
支
持
す
る
の
は 

S.248 ff.

）; Ü
berblick auch bei Zeuner and K

och (oben 
Fn.1), s. 12.

（
17
）　RGZ 129, 246, 248; 167, 328, 334 

以
来
の
判
例
で
あ
る
が

（
不
明
確
で
あ
る
）; BGH

Z 3, 82, 85 f.

（
と
り
わ
け
、H

ellw
ig, 

System
 des deutschen Zivilprozessrechts Erster T

eil 
[1912], 

§ 229 (S. 779)

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
18
）　BGH

Z 3, 82, 85 f.

（
19
）　BGH

Z 3, 82, 85 f.

（
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
れ
は
不
明
確
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
勝
訴
し
た
当
事
者
は
同
一
の
当
事
者
と
同
一

の
訴
訟
物
に
つ
い
て
は
も
は
や
再
度
争
う
必
要
性
は
な
い
と
す
べ

き
で
あ
る
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（
20
）　Stein, Ü

ber die bindende K
raft der richterlichen Ent-
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(1897), S.6; Stein/Juncker, Grundriß des Zivilprozeß

-
rechts und des K

onkursrechts, 2. A
uflage 1924, S.290.
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）　Hellw

ig, System
 des deutschen Zivilprozessrechts, Erster 

T
eil (1912), 

§ 229 (S.777 ff., 780 ff.); ders., W
esen und 

subjektive B
egrenzung der R

echtskraftw
irkung, in: 

Festschrift Luitpold von Bayern (1901), 45, 51 ff.
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（
22
）　BGH

Z 34, 337, 339; 35, 338, 340; 36, 365, 367; 93, 287, 
289

（
債
務
名
義
が
紛
失
ま
た
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毀
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ま
た
は
消
滅
時
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中
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の

た
め
に
新
た
な
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の
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の
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に
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123, 30, 34; BGH
 N

JW
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G N
JW

 1955, 
476, 479
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訴
訟
判
決
に
関
す
る Betterm

ann

の
注
釈
）.

（
23
）　BGH

Z 36, 365, 367.

（
24
）　Stein/Jonas/Leipold (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.31; Braun 
(oben Fn.4), S.903

も
同
様
。

（
25
）　Stein/Jonas/Leipold (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.36 ff., 

こ

れ
に
つ
い
て
は
、 Zeuner and K

och (oben Fn.1), s. 13.

（
26
）　Stein/Jonas/Leipold (oben Fn. 3), 

§ 322 Rdnr.39.

（
27
）　Braun (oben Fn.4), S.905.

（
28
）　

た
と
え
ばH

k-ZPO
/Saenger (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.11; 
M

ünchK
om

m
ZPO

/Gottw
ald (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.13; 
Stein/Jonas/Leipold (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.24; Zöller/
V

ollkom
m

er (oben Fn.3), V
orbem

erkung 
§ 322 Rdnr.14; 

auch Grunsky, Grundlagen des V
erfahrensrechts, 1974, 

§ 
47 III 1

。
こ
れ
に
対
し
てK

oussoulis (oben Fn.8), S.85 
は
、

学
説
形
成
の
実
務
上
の
利
用
可
能
性
を
支
持
す
る
。

（
29
）　Stein/Jonas/Leipold (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.26.

（
30
）　So Rosenberg/Schw

ab/Gottw
ald (oben Fn.4), 

§ 151 
Rdnr.3.

（
31
）　Stein/Jonas/Leipold (oben Fn.4), 

§ 322 Rdnr.26.

（
32
）　

比
較
的
最
近
で
は
、
秀
逸
な
体
系
的
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る

A
ltham

m
er, Streitgegenstand und Interesse (2012)

で
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）　

た
と
え
ば
、Baur/Stürner/Bruns, Zw

angsvollstreckung-
srecht, 13. A

uflage 2006, Rdnr.27.6 ff.; Gaul/Schilken/
B

ecker-E
berhard, Zw

angsvollstreckungsrecht, 12. 
A

uflage 2010, 

§ 50 Rdnr.46 ff.

な
ど
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）　M

edicus, T
heorien im

 m
odernen Zivilrecht, in: Rechts-

w
issenschaftliche F

akultät der C
hristian-A

lbrechts-
U

niversität K
iel (H

rsg.) (1984): W
olfgang T

hiele. Reden 
zu seinem

 Gedächtnis, S.38, 39 ff.

（
35
）　M

edicus (oben Fn.34), S.43 ff.

（
36
）　Stein/Juncker, Grundriß (oben Fn.20), S.290 f.; Pagen-

stecher (oben Fn.10), S.65.

（
37
）　

こ
れ
に
関
し
て Stein/Jonas/Brehm

, ZPO
, 23. A

uflage 
2014, Einleitung Rdnr.146.

（
38
）　H

ellw
ig, System

 (oben Fn.21), S.776 f.; Gaul, D
ie Entw

ick-
lung der Rechtskraftlehre seit Savigny und der heutige 
Stand, Festschrift Flum

e (1978), 443, 504.

（
39
）　M

edicus (oben Fn.34), S.53.
（
40
）　

学
説
に
懐
疑
的
な
私
法
理
解
に
お
け
る
論
拠
の
役
割
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
、H

. Roth, D
ieter M

edicus (1929), in: Grundm
ann/

Riesenhuber (H
rsg.), D

eutschsprachige Zivilrechtler des 
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20. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler. Band 2 
(2010), 339, 347.

（
41
）　

明
確
か
つ
賛
同
に
値
す
る
の
は
、Stein/Jonas/Leipold 

(oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.24.

（
42
）　T

hom
as/Putzo/Reichold (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.5.

（
43
）　Stein/Jonas/Leipold (oben Fn.4), 

§ 322 Rdnr.26.

（
44
）　

正
当
に
もRosenberg/Schw

ab/Gottw
ald (oben Fn.4), 

§151 Rdnr.15; Jauernig/H
ess (oben Fn.1), 

§ 62 Rdnr.18; 

反

対
は Stein/Jonas/Leipold (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.40: 

す
な

わ
ち
、
第
二
の
裁
判
所
は
既
判
力
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
先
決
問

題
に
実
体
法
上
拘
束
さ
れ
る
の
で
、
先
例
拘
束
性
に
お
い
て
は
既

判
力
の
実
体
的
な
効
力
が
強
調
さ
れ
る
と
す
る
。

（
45
）　Braun (oben Fn.4), S.903 ff.; 

そ
れ
に
つ
い
て
も
言
及
す
る

のRosenberg/Schw
ab/Gottw

ald(oben Fn.4), 
§ 151 Rdnr.8.

（
46
）　

こ
れ
を
争
う
の
は
、Braun, M

aterielle Rechtskraft und 
prozessuale Betrachtungsw

eise des m
ateriellen Rechts, 

in: Festschrift Spellenberg (2010), 69, 70.

（
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）　Rosenberg/Schw

ab/Gottw
ald (oben Fn.4), 

§ 151 Rdnr.9
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認
め
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。

（
48
）　

異
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、Jauernig/H
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（
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）　Savigny (oben Fn.9), 

§ 280 (S.263).

（
50
）　

か
か
る
批
判
点
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
けStein/Jonas/

Leipold (oben Fn.3), 

§ 322 Rdnr.31.

（
51
）　

注
目
に
値
す
る
の
は
、Larenz, A

llgem
einer T

eil des 
deutschen bürgerlichen Rechts, 1967, 

§ 10 III (S.127).

（
52
）　

基
本
か
つ
称
賛
に
値
す
る
の
は
、E. Schum

ann, Fehlurteil 
und Rechtskraft, in: Festschrift Eduard Bötticher (1969), 
S.289, 310 ff.

（
53
）　

こ
れ
を
正
当
に
も
強
調
す
る
の
は
、Rosenberg/Schw

ab/
Gottw

ald (oben Fn.4), 

§ 151 Rdnr.9.

（
54
）　N

achw
eise durch Stein/Jonas/H

. Roth (oben Fn.3), vor 

§ 253 Rdnr.11 ff.

（
55
）　Stein/Jonas/M

ünzberg (oben Fn.3), 

§ 804 Rdnr.1 m
it 

um
fassenden N

achw
eisen.

（
56
）　Larenz (oben Fn.51), 

§ 10 III (S.128 Fn.1).

（
57
）　D

azu allgem
ein H

. Roth, D
as Spannungsverhältnis im

 
deutschen Zivilproz ßrecht, in: Gottw

ald (H
rsg.), Recht 

und Gesellschaft in D
eutschland und Japan (2009), S.149, 

176.

（
58
）　H

äsem
eyer, Prozeßrechtliche Rahm

enbedingungen für 
die Entw

icklung des m
ateriellen Privatrechts - Zur 

U
nvertauschbarkeit m

aterieller und form
eller 

Rechtssätze, A
cP 188 (1988), 140, 162.

も
同
趣
。

（
59
）　N

euner, D
ie dogm

atische Bedeutung der m
ateriell-

rechtlichen und der prozessualen Rechtskrafttheorie, 
ZZP 54 (1929), 217, 222.

も
、
実
体
法
説
に
軍
配
を
上
げ
る
が
、



116

法学研究 89 巻 6 号（2016：6）

具
体
的
な
権
利
は
裁
判
官
の
判
決
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る

こ
と
に
な
る
、
と
す
る
主
張
に
反
対
し
て
い
る
。

（
60
）　

異
説
はJ. M

artens, Rechtskraft und m
aterielles Recht, 

ZZP 79 (1966), 404, 419

。
し
た
が
っ
て
、
法
創
造
説
も
貫
徹
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
た
と
え
ば
、Bülow

, Gesetz und 
Richteram

t (1885), N
eudruck 1972, S.41 ff.; Binder, Prozeß 

und Recht (1925);

こ
れ
に
反
対
す
る
の
はBaum

bach/
Lauterbach/A

lbers/H
artm

ann (oben Fn.3), Einführung 

§§ 322-327, Rdnr.8 ff.; M
ünchK

om
m

ZPO
/Gottw

aldn(oben 
F

n.3), 

§ 322 R
dnr.15; Jauernig/H

ess (oben F
n.1), 62 

Rdnr.12.

（
61
）　Rechberger/Sim

otta (oben Fn.15), Rdnr.878.

（
62
）　Stürner, D

ie Rolle des dogm
atischen D

enkens im
 

Zivilprozessrecht, ZZP 127 (2014), 271, 277 f.

（
63
）　H

ellw
ig, System

 (oben Fn.10), 

§ 229 (S.782).


